
（該当業務： ）

）

）

③

(①または②の場合)

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

①一般廃棄物の適切な処理
②廃棄物不法投棄の防止、清潔で美しい環境の保全
③県下市町及び清掃事業関係者の連携と清掃事業の円滑な遂行を図る
④浄化槽の適切な使用・管理、汚泥収集運搬業の円滑かつ適正な遂行

事業の対象（誰に対して・何に対して）

①一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）処理実施計画の策定・報告
②不法投棄パトロール、不法投棄廃棄物の回収・処理
③不法投棄の県担当課及び警察への情報提供等
④兵庫県都市清掃事務協議会への参加と負担金納入
⑤一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）処理業の許可、浄化槽清掃業の許可
⑥浄化槽設置届及び廃止届の受付（県への経由）

根拠法令要綱等

Ｂ Ｃ

年度未定

②廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条、浄化槽法第35条

②

完了予定年度事業開始年度 不明

平成22年度の実施内容・成果

基
本
事
項

福祉生活部

事務事業名

行動計画掲載

総事業費 千円 千円 千円

平成22年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

千円

市 長 指 示 事 項 等

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

ごみ減量化と適正処理の推進

款01

01

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

衛生費

02 清掃費項

01 一般会計財
務
科
目

環境にやさしい資源循環型社会の形成

基 本 政 策

遠藤友美雄

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

清掃総務費

課名

生活環境課

番号 所属長名

06

01

総
合
計
画

部名

清掃一般事務経費

枝番号

01

04

会計持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条

事
務
事
業
の
概
要

千円 千円

Ａ

確 認 項 目

01

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

委託の場合

①国・県（一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）処理実施計画を報告）
②家電４品目及び古タイヤなど不法投棄物、不法投棄原因者
③兵庫県都市清掃事務協議会
④一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）処理業者・浄化槽清掃業者
⑤浄化槽設置者・使用者

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ
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【１次評価】 評価実施：平成２２年度

【２次評価】 評価実施：平成２２年度

【３次評価】

市において不法投棄パトロール、不法投棄廃棄物の回収及び処理は実施しているが、パトロー
ルについて、市内全域常時対応することは困難な状況である。

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

５ 市民ニーズの把握

改
善
策

不法投棄の発生を防止するため広報活動の強化を図る。また、市内全域対応するため、各地区の保健衛生委員等に監視
協力を得る体制を確立するなどの検討が必要である。また、不法投棄廃棄物回収業務について、今後、外部委託も視野に
入れ検討されたい。不法投棄された家電のリサイクル料は市の負担となるため、国、県に対して家電製品のリサイクル料を
購入時に先取りするよう要望していく必要がある。可能であれば市独自で不法投棄の罰則強化の検討もすべきである。

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

評価結果 法に基づく事務処理、及び市町に処理責任がある一般廃棄物（投棄者不明の不法投棄物含む）
の処理が主な業務であり、環境保全に対する市の事業としては欠かせないものである。また、不法
投棄家電は家電リサイクル法に基づき処理しなければならない。

４
２

実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
５
５

事業の必要性

受益者負担の適切さ

不法投棄タイヤ回収数

不法投棄されたタイヤの回収数

不法投棄家電回収数

不法投棄された家電リサイクル対象
家電の回収数

目標値
実績値

達成度
目標値

単価

実績値

達成度
目標値
実績値

達成度

17 18 4823
45

46

45

70

427

70

432

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

単価

名称

説明

名称

説明

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

一般財源

事業費(決算額) (A)

441 432

70 5

432

22年度

90

70

単位

千円

80

一般財源

218 276

5

362

5

433

438

18年度 19年度 20年度 21年度

144

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円 950

362

(A')事業費(予算額または見込額）

27189

159

10

351

154

138

1,504 871

0.19

871

1,025 1,663 1,147総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 1,168

受益者負担額 (E) 千円 90 5 70 5

実績値

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 7.7% 0.5% 4.2% 0.4%

22年度

64 56

18年度 19年度 20年度 21年度

①

②

達成度

目標値

名称

説明

名称

５
５
５ 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 ５

単価

一般人件費[平均給与×(B)]

②
説明

成
果
指
標

（
目
標

）

①
単価

0.12 0.11 0.11

70
17

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

４評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ５ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 ５

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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